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特定事業主行動計画

Ⅰ）総　論
１．目的
次の世代を担う子供たちが健やかに生まれ、安心して育てることができる社会の形成を目的とした、「次世代育成支援対策推進法」が平成１５年７月１６日に公布され、国や地方公共団体は「特定事業主」として位置づけられ、ひとつの事業主の立場から、自らの職員の子どもたちの育成に取り組んでいくことが定められました。有田川町としても、平成１８年１１月に「有田川町特定事業主行動計画」を策定、平成31年1月に第2期、令和5年4月に第3期となる計画を策定し、職員が仕事と子育ての両立を図ることができるよう職場の環境整備に取り組んできました。
また、女性の職業生活における活躍を推進し、豊かで活力ある社会の実現を図るため、平成２７年に「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」が制定され、平成28年4月に「有田川町における女性職員の活躍の推進に関する特定事業主行動計画」を策定、令和3年4月に第2期となる計画を策定し、女性に対する採用・昇進等の機会の積極的提供、職業生活と家庭生活との両立を図るための環境整備を推進してきて来ました。
両計画は、関連する点も多く一体的な取り組みとして推進していくことが重要かつ効果的であることから統合し計画の推進に取り組んでいくこととします。

２．計画期間
　　令和8年4月1日から令和13年3月31日までの5年間とします。

３．計画の推進体制
　　本計画の実施状況や職員からのニーズなども踏まえ、組織全体で子育て支援に対する職員の意識改革と女性職員が活躍できる職場環境の整備を推進してきます。
また、社会情勢の変化などに応じて計画の見直しを行います。
具体的な内容と目標について
１．ワークライフバランスの推進について
（１）仕事と子育ての両立について
　　①職員へ育児休業中における給与、特別休暇等の制度や出産費用の給付等の経済的支援措置に関する情報を周知します。
　　②仕事と子育ての両立等についての相談・情報提供を行う窓口を設置します。

（２）妊娠中および子育て中に関する配慮について
①妊娠中の職員の健康や安全への配慮のほか、妊娠中の職員、配偶者が妊娠した職員の早期把握に努め、子育て中の職員に対する配慮など、職場においてサポートするよう努めます。
②妊娠中の職員の健康や安全に配慮できるよう、該当部署において業務分担の見直しを行います。また、妊娠中の職員に対しては、原則、超過勤務を命じないこととします。

（３）育児休業を取得しやすい環境の整備等について
育児休業を取得しやすいよう、必要な情報提供や職場の環境整備に取り組んでいきます。また、今後、男性職員の育児休業の取得の促進に努めます。
【数値目標】
　　　　男性の育児休業取得率　85％　令和6年度40％
①育児休業、育児短時間勤務および部分休業制度等の周知を行います。
妊娠を申し出た職員、配偶者の妊娠を申し出た職員に対し、個別に育児休業等の制度・手続や経済的な支援等について情報提供を行います。また、育児短時間勤務や部分休業の有効的な活用を推進します。
　　②男性職員が育児休業を取得しやすい雰囲気の醸成を促します
男性職員の育児休業は、徐々に増えているが取得率は低く、女性と比べると大きな差があります。「パパ・ママ育休プラス」や「産後パパ育休」等の制度を周知し取得を促進します。また、男性職員が取得できる職場の雰囲気づくりに努めます。
③育児休業を取得する際に、職員にとっては「業務に支障がでること」への不安があることから、育児休業の取得の申し出があった場合には、当該部署において、業務の分担等の見直しを行います。
④育児休業からの復帰する際には、職員が不安を抱くことなく安心して職場に溶け込めるよう配慮します。
⑤育児休業に伴い、育児休業中の職員の業務を遂行することが困難であるときは、会計年度任用職員等による適切な代替要員の確保を図ります。

（４）男性の子育て参加の休暇等の取得促進について
①特別休暇（配偶者出産休暇２日、育児参加休暇５日間）の取得を促します。
②育児には家族のサポ－トだけでなく、職場のサポ－トも必要です。職場の人が出生時の連続休暇を取得しやすい雰囲気を全員で作るよう努めます。
【数値目標】
配偶者出産休暇取得率 100％　令和6年度　80％
育児参加休暇取得率　 100％　令和6年度　20％

（５）不妊治療を受ける職員への配慮について
　　①不妊治療のための休暇制度の周知を行います。
　　②休暇制度の運用にあたっては、プライバシー保護の観点から、職員の不妊治療等の個人情報の取扱いには十分に配慮します。

（６）超過勤務の縮減について
①小学校就学始期に達するまでの子どものいる職員の深夜勤務及び超過勤務の制限について、全職員に周知徹底を図ります。
②事務の簡素合理化を推進するため、各部署において業務処理計画を作成し、効率的な事務遂行を図ります。
③所属長は超過勤務の状況を把握し、月45時間または3か月90時間をこえた職員がいる場合は、その理由と縮減に向けた改善策の報告書の提出をします。改善が見込めない場合は、管理職から聞き取りを行った上で、注意喚起を行います。
④超過勤務の多い職員に対しては、人間ドック等の積極的な受診を促すなど、健康面においての配慮を充実します。


（７）休暇の取得の促進について
子育て中の職員だけでなく、全職員が計画的に休暇を取得できる体制づくりのため、以下の取り組みを行います。
　　①管理職に対して、部下の年次休暇の取得状況を把握してもらい、計画的な年次休暇の取得を指導させます。
　　②職員が安心して年次休暇が取得できるよう、事務処理において相互応援ができる体制づくりに努めます。
　　③職場の係、担当業務を超えた応援体制を整えるなど繁忙期においても時間外勤務が縮減できるよう努めます。
　　④子どもの看護休暇等の特別休暇を周知するとともに、その取得を希望する職員に対して、100％取得できる雰囲気の醸成を図ります。
　
（８）ハラスメントの防止対策について
すべての職員がハラスメントに関する正しい知識と具体的な対策等について共通の認識をもって職務に取り組み、ハラスメント対策に職場全体で取り組みます。

（９）子ども・子育てに関する地域貢献活動の支援について
　　①子どもが参加する学習会等の行事において、職員が専門分野を活かした指導を実施します。
②スポーツ等色々な分野において、子どもや子育てに関する活動への職員の参加を積極的に支援します。

（10）安全で安心して子どもを育てられる環境の整備について
子どもを安全な環境で安心して育てられることができるよう、地域住民等の自主的な防犯活動や少年非行防止、立ち入り支援の活動等への職員の積極的な参加を支援します。

（11）会計年度任用職員においても働きやすい職場を目指す取り組みについて
所属長は職員、非正規職員との業務バランスをよく配分し、お互いが協力し支えあえる職場環境を築くことに努める。また、子の出生を控える会計年度任用職員についても、正規職員と同様に、出産に関する制度の説明を行い、健康や安全に配慮します。

２．女性の職業生活における活躍の推進について
（１）職員採用に係る目標について
一般事務職の受検者全体における女性割合を町ホームページや、広報などを通じ、女性の受検割合を引き上げます。
【数値目標】
　　　　採用試験の受験者の女性割合　50％　（過去5年平均40％）

（２）女性職員の登用に係る目標について
一般事務職における班長以上及び管理職の女性割合引き上げます。キャリアデザインをはじめとする人材育成・自律支援に関する研修を実施するとともに、人材育成型の人事評価制度を活用しながら進めます。
【数値目標】
　　　　班長級の女性割合　30％　令和６年度　24.0％
　　　　管理職の女性割合　30％　令和６年度　20.0％

（３）女性職員のキャリヤ形成に向けた取り組みについて
　　女性職員がほとんど配置されていない職務やポストにも適性を見極めながら性別にとらわれない能力主義による適材適所の人材配置を行います。　

（4）固定的な性別役割分担意識等の是正のための取組について
[bookmark: _GoBack]男性職員、女性職員共にお互いの能力が発揮できるよう、固定的な役割分担意識の解消に努めます。
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